
改正後   現行   

第2 国庫負担額等   第2 国庫負担額等   

1略  1国庫負担の基本額  
この国庫負担金は、各年度においてその地方公共団体における支弁総額  
（個々の施設等に対する各月の支弁額の年間の合計額の全施設等の合計額  

をいい、その額が、その地方公共団体が児童等の措置等のために要した実  
支出額（当該費用のための寄付金があるときは、その寄付金の額を控除す  
るものとする。）を超えるときは実支出額とする。）から当該年度におけ  
る第5に定める徴収金基準額を控除した額を基本額として負担するもので  
あること。  

2略  2負担額及び負担区分  
国は、1により算定した国庫負担の基本額Ⅰ土対し、法第53条の規定によ  

りその2分の1に相当する額を負担するものであること。  
なお、国、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市又は市町村  

は、法第50条第6号、第6号の3、第7号、第7号の3及び第8号、第51  
条第2号、．第53条、第55条及び第59粂の4に規定により、次の表に掲げる区  
分によりそれぞれの措置費等を負担するものであること。  

経費の種別措置等主体の区分児童等の入所先 措置費等の負担区分  

等の区分 市町村都道府県国  

市及び福祉事務所市町村立施設及1／4 1／41／2  
母子生活支援を管理する町村び私立施設  
施設及び助産 都道府県立施設 1／21／2  
施設の措置費都道府県、指定都都道府県立施設  
等 市、中核市 市町村立施設及 1／21／2  

び私立施設  

その他の施設都道府県、指定都都道府県立施設  

里親の措置費市、児童相談所設市町村立施設及 1／21／2  
等 置市 び私立施設  

一時保護所の都道府県、指定都児童相談所  
措置費等 市、児童相談所設（一時保護施設） 1／之 

置市  

3略  3国庫負担金の概算払  
国は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲  

内において概算払をす．ることができるものであること。  
4略  4国庫負担金の返還  

国は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合において、既にその額  
を超える国庫負担金が交付されているときはも期限を定めて、その超える  

部分について国庫に返還することを命ずるものであること。  



第3 保護単価その他の支弁基準の設定方法  
1保誇単価その他の支弁基準の関係者への通知  

都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市の市長は、  
それぞれの監督に属する施設及び里親について、 次の2から4までに定め  
るところによりその年度における措置費等の保護単価その他の支弁基準を  
設定しなければならないこと。  

この場合において、都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相   
談所設置市の市長はその保護単価その他の支弁基準について市町村長、施  
設の長、里親に対し通知する措置を講ずること。  

2 事務費の保護単価の設定方法   
（1）児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、  

母子生活支援施設、自立援助ホーム及びファミリーホームのその年度に  
おける措置児童等1人当たり（母子生活支援施設については1世帯当た  
り）の事務費の月額保護単価の設定は、個々の施設ごとにその所在する  

地域、定員等により定まる別表1の事務費の保護単価表の1一般分保護  
単価（別表2の職種別職員定数表等に基づき算定した額）をそのまま設  
定するものとし、その施設が次表第2欄に掲げる場合に該当するときは、  
それぞれ同表の第3欄に定める加算分保護単価を加算した額をもってそ  

の施設の事務費の保護単価とすること。   



改正後  現行  

単価の名称   設 定 の 条 件   適用される単価  単価の名称  設 定 の 条 件  適用される単価  

第 1 欄   第  2  欄   第  3  欄  第 1 欄   第  2  欄  第  3  欄  

1小規模施設加算  児童養護施設であって、別表  別表1の事務費の保護単価表の  1小規模施設加算  児童養護施設であって、別表別表1の事務費の保護単価表の  
分保護単価   2のその施設の職員め定数表  2加算分保護単価の（1）小規模  分保護単価   2のその施設の職員の定数表  2加算分保護単価の（1）小規模  

の「児童指導員、保育士」の  の「児童指導員、保育士」の  
欄のただし書に掲げる職員が  欄のただし書に掲げる職員が  

おかれている場合   おかれている場合   

2職業指導員加算  児童養護施設又は児童自立支  別表1の事務費の保護単価表の  2職業指導員加算  児童養護施設又は児童自立支  別表1の事務費の保護単価表の  
分保護単価   援施設であって、別表2のそ  2加算分保護単価の（2）職業指  分保護単価   援施設であって、別表2のそ  2加算分保護単価の（2）職業指  

の施設の職員定数表に掲げる  の施設の職員定数表に掲げる  
「職業指導員」が別に定める  「職業指導員」が別に定める  

基準によりおかれている場合   基準によりおかれている場合   

3母子生活支援施  母子生活支援施設であって、  別表1の事務費の保護単価表の  3母子生活支援施  母子生活支援施設であって、  別表1の事務費の保護単価表の  
設保育士加算分  別表2のその施設の職員の定  2加算分保護単価の（3）母子生  設保育士加算分  別表2のその施設の職員の定  2加算分保護単価ゐ（3）母子生  

保護単価   数表に掲げる「保育士」がお  清文援施設保育士加算分保護単  保護単価   数表に掲げる「保育士」がお  清文援施設保育士加算分保護単  
かれる場合   価  かれる場合   価  

4母子生活支援施  母子生活支援施設であって、  別表1の事務費の保護単価表の    4母子生活支援施  母子生活支援施設であって、  別表1の事務費の保護単価表の  
設母子指導員加  別表2のその施設の職員の定  2加算分保護単価の（4）母子生活  設母子指導貞加  別表2のその施設の職員の定  2加算分保護単価の（4）母子生活  

算分保護単価  数表に掲げる「母子指導員」  支援施設母子指導員加算分保護  算分保護単価  数表に掲げる「母子指導員」  支援施設母子指導員加算分保護  

がおかれている定員20世帯の  がおかれている定員20世帯の  

施設の場合   施設の場合   

5母子生活支援施  母子生活支援施設であって、  別表1の事務費の保護単価表の  5母子生活支援施  母子生活支援施設であって、  別表1の事務費の保護単価表の  
設少年指導員兼  別表2のその施設の職員の定  2加算分保護単価の（5）母子生活  設少年指導員兼  別表2のその施設の職員の定  2加算分保護単価の（5）母子生活  

事務員加算分保  数表に掲げる「少年指導員兼  支援施設少年指導貞兼事務貞加  事務長加算分保  数表に掲げる「少年指導員兼  支援施設少年指導員兼事務員加  

譲単価   事務員」がおかれている定員  護単価   事務員」がおかれている定員  
20世帯以上の施設の場合   20世帯以上の施設の場合   

6寒冷地加算分保  国家△務貞の寒冷地手当に関  別表1の事務費の保護単価表の    6寒冷地加算分保  国家公務員の寒冷地手当に関  別表1の事務費の保護単価表の  

護単価   する法律（昭和24年痕律第20  2加算分保護単価の（12）寒冷地  護単価   する法律（昭和24年法律第200  2加算分保護単価の（12）寒冷地  

0号）及び寒冷地手当支給規  号）及び寒冷地手当支給規則  
則（昭和39年総理府令第33号）  （昭和39年総理府令第33号）  

に定める地域に所在する場合   に定める地域に所在する場合   



改正後  現行  

単価の名称   設 定 の 条 件   適用される単価  単価の名称   設 定 の 条 件  適用される単価  

第 1 欄   第  2  楓   第  3  欄  第 1 欄   第  2  欄  第3欄  
7事務用採暖費加  北海道に所在する場合   別表1の事務費の保護単価表の  7事務用採暖費加  北海道に所在する場合  表1の事務費の保護単価表の  

算分保護単価  2加算分保護単価の（壁）事務用  算分保護単価  加算分保護単価の（堕）事務用  

採暖費加算分保護単価  暖費加算分保護単価  

に定める基準により設定され  
算分保護単価■  在職している場合   た保護単価  算分保護単価  在職している場合  保護単価  

9民間施設給与等  地方公共団体の経営する施設  一般分保護単佑表（小規模施設  般分保護単価表（小紋模施設  
改善費   以外の施設の場合ただし、昭  加算分保護単価、職業指導員加  改善費   算分保護単価、職業指導員加  

和46年7月16日社庶第121号社  算分保護単価、母子生活支援施  分保護単価、母子生活支援施  

会局長、児童家庭局長通知に  設保育士加算分保護単価、母子  保育士加算分保護単価、母子  

いう社会福祉事業団等（以下  生活支援施設母子指導員加算分  活支援施設母子指導員加算分  

「社会福祉事業団等」という。）  保護単価、母子生活支援施設少  護単価、母子生活支援施設少  

経営の施設を除く。   年指導員兼事務員加算分保護単  経営の施設を除く。  指導員兼事務員加算分保護単  

価、寒冷地加算分保護単価、単  、寒冷地加算分保護単価、単  

身赴任手当加算分保護単価及び  赴任手当加算分保護単価及び  

事務用採暖費加算分保護単価の  務用採曖費加算分保護単価の  

加算が行われる場合においては、  算が行われる場合においては、  
それらの単価を加算した額）×  れらの単価を加算した額）×  
別に定める基準による加算率（た  に定める基準による加算率（た  
だし、加算率については別に定  申し、加算率については別に定  
めるところにより、全部又は一  るところにより、全部又は一  
部を減ずることができる。）  を減ずることができる。）  

10除雪費   豪雪地帯特別措置法（昭和37  別表1の事務費の保護単価の2  10除雪費   表1の事務費の保護単価の2  
年4月5日法律第73号）第2  加算分保護単価の（28）除雪費加  算分保護単価の（壁）除雪費加  

条第2項の規定に基づく地域  分保護単価  
に所在する地方公共団体の経  に所在する地方公共団体の経  
営する施設以外の施設の場合   営する施設以外の施設の場合  

11降灰除去費 活動火山対策特別措置括（昭  別表1の事務費の保護単価の2  11降灰除去費   表1の事務費の保護単価の2  
和48年7月24日法律第61号）  加算分保護単価の（29）降灰除去  算分保護単価の（堕）降灰除去  

第12条第1項の規定に基づく  加算分保護単価  
降灰防除地域に所在する施設  降灰防除地域に所在する施設  
の場合   の場合  




